
1617

　町では町内在住の高齢者世帯など、次の対象世帯の方に水道料金の一部助成を行っています。
　対象世帯に該当する方で、助成を希望される場合はお申し出ください。
　昨年度この助成金を受給している方は、世帯状況に変動がない限り自動的に継続しますので、あらためて申請する
必要はありません。

▼ �対象世帯／本町に住民登録をし、水道料を納付している世帯で次のいずれかに該当する世帯。ただし、生活保護法
による生活扶助を受けている世帯を除きます。

①�身体障害者等世帯／身体障害者手帳（１級または２級）、または療育手帳（Ａ判定）、精神障害者保健福祉手帳（１級）
の交付を受けている方のいる世帯。
②母子世帯／配偶者のいない女性が18歳未満の子を扶養している世帯。
③�高齢者世帯／70歳以上の方のみの世帯（夫婦の場合は一方が70歳以上でその配偶者が65歳以上の世帯を含む）・70歳
以上の方と18歳未満の子や孫などのみの世帯。

▼助成金額／月額300円（年額3,600円）
　※年度途中から対象世帯に該当となった場合は、その月から助成します。

▼ �申請方法／３月７日㈮までに、印鑑と振込先口座番号の分かるものをご持参の上、役場福祉こども課または川湯支
所までお越しください。（来庁が困難な場合は電話連絡でも構いません）

問い合わせ先／役場福祉こども課社会福祉係☎４８２‐２９２１（課直通）

　11月１日から、福祉灯油等購入事業の申請受け付けを行っています。助成を希望される方は、お早めに申請をお願
いします。

❑助成の対象
　11月１日現在、本町に住民票がある方で、町民税が非課税である次のいずれかに該当する世帯です。
高齢者世帯……11月１日時点で、70歳以上の方のみの世帯（70歳以上の方と18歳以下の児童のみの世帯も含む）
障がい者世帯…療育手帳Ａ判定の交付を受けている方がいる世帯
　　　　　　　　身体障害者手帳１級、および２級の交付を受けている方がいる世帯
　　　　　　　　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯
ひとり親世帯…18歳未満の児童とその父、または母のいずれか一方によってのみ構成されている世帯

❑対象とならない場合
施設入所している方のみの世帯
上記の障がい者の方と住民票上は同一の世帯でも、実際は別居である場合
住民票上は高齢者世帯でも、18歳以上の子などと事実上は同一世帯である場合
生活保護を受けている世帯
※要件によっては該当とならない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

❑助成の内容
　灯油100リットル分（20リットル分×５枚）を交付します。
　石炭など灯油以外の暖房燃料の場合は、平成25年11月１日現在での町の灯油購入価格に100を乗じた額（10円未満
切り捨て）を助成します。

❑助成の方法
　弟子屈町内の契約業者で灯油などを購入できる『福祉灯油等購入券』（灯油20リットル分×５枚）を交付します。

❑申請方法
　申請は１月31日㈮まで受け付けします。
　助成を希望される方は、印鑑をお持ちの上、役場福祉こども課社会福祉係、または川湯支所で申請してください。
　灯油以外の暖房燃料による申請の際には、書類の添付が必要となる場合があります。

❑申請・問い合わせ先
　役場福祉こども課社会福祉係☎４８２‐２９２１（課直通）
　川湯支所☎４８３‐２０４３

問い合わせ先／役場まちづくり政策課政策調整係☎４８２‐２９１３（課直通）

　釧路歯科医師会では、平成25年８月から「在
宅歯科医療連携室」を開設しました。
　介護が必要な方や、そのご家族、介護施設・
事業所の職員の方々、医師・看護師などの医療
関係者の方々からの「歯科治療」や「口腔ケア」な
どに関する相談をお受けしてます。専任の相
談員（歯科衛生士）が対応し、相談は無料です。
　どのような悩みごとでも構いませんので、
お気軽にご相談ください。


